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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　斜面に太陽光パネルを設置するための太陽光パネル設置構造であって、
　斜面に設けられた基礎部と、この基礎部上に設けられて斜面の傾斜方向と直交する横方
向に隣り合うように配される複数の太陽光パネルを設置する太陽光パネル設置架台とを備
え、
  前記太陽光パネル設置架台は、斜面の傾斜方向と直交する横方向に延長する態様で斜面
上側と斜面下側とに間隔をあけて互いに平行に配されて前記基礎部上に直接又は架台支持
材を介して取り付けられる、平坦な上面及び側面を有する棒状のパネル受け材と、前記太
陽光パネルの斜面上側及び斜面下側の枠材にそれぞれ上部が固定される支持金具とを備え
、斜面上側及び斜面下側の前記パネル受け材は、斜面上側及び斜面下側の前記支持金具の
下部をそれぞれ固定することで前記複数の太陽光パネルを載架し、
  前記斜面上側の支持金具及び前記斜面下側の支持金具はそれぞれ、その下部が前記斜面
上側のパネル受け材又は前記斜面下側のパネル受け材の斜面傾斜方向の側面に対し側面か
ら接するように配されてそれぞれパネル受け材にボルトで固定されるとともに、前記斜面
上側又は斜面下側の少なくとも一方の支持金具はパネル受け材の斜面上側の側面に接して
いることを特徴とする太陽光パネル設置構造。
【請求項２】
　前記支持金具が山形鋼であって、山形鋼の２つのフランジの一方が太陽光パネルの枠材
の下面に固定され、他方がパネル受け材の側面にボルトにより固定されていることを特徴



(2) JP 5844112 B2 2016.1.13

10

20

30

40

50

とする請求項１記載の太陽光パネル設置構造。
【請求項３】
　斜面に太陽光パネルを設置するための太陽光パネル設置構造であって、
　斜面に設けられた基礎部と、この基礎部上に設けられて斜面の傾斜方向と直交する横方
向に隣り合うように配される複数の太陽光パネルを設置する太陽光パネル設置架台とを備
え、
  前記太陽光パネル設置架台は、斜面の傾斜方向と直交する横方向に延長する態様で斜面
上側と斜面下側とに間隔をあけて互いに平行に配されて前記基礎部上に直接又は架台支持
材を介して取り付けられる、平坦な上面及び側面を有する棒状のパネル受け材と、前記太
陽光パネルの斜面上側及び斜面下側の枠材にそれぞれ上部が固定されるガイド金具とを備
え、斜面上側及び斜面下側の前記パネル受け材は、その上面に載せた前記複数の太陽光パ
ネルの斜面上側及び斜面下側の枠材の下面部をそれぞれボルトで固定することで前記複数
の太陽光パネルを載架し、
  前記斜面上側のガイド金具及び前記斜面下側のガイド金具はそれぞれ、その下部が前記
斜面上側のパネル受け材又は前記斜面下側のパネル受け材の斜面傾斜方向の側面に対し側
面から接するように配されるとともに、前記斜面上側又は斜面下側の少なくとも一方のガ
イド金具はパネル受け材の斜面上側の側面に接していることを特徴とする太陽光パネル設
置構造。
【請求項４】
　前記パネル受け材が基礎部上に架台支持材を介して取り付けられる場合であって、
　前記架台支持材は、前記基礎部上に固定されて斜面傾斜方向をなす互いに平行な２本以
上の棒状部材であり、この架台支持材上に前記パネル受け材の下面が固定されていること
を特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の太陽光パネル設置構造。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれかの太陽光パネル設置構造により、斜面に設けた基礎部上に、斜
面の傾斜方向と直交する横方向に隣り合うように配される複数の太陽光パネルを設置する
太陽光パネル設置施工方法であって、
　前記基礎部上に直接又は架台支持材を介して前記一対のパネル受け材を、その一対が斜
面の傾斜方向と直交する横方向に延長する態様で斜面上側と斜面下側とに間隔をあけて互
いに平行に取り付け、
　前記支持金具又はガイド金具を固定した複数の太陽光パネルを順次、斜面上側及び斜面
下側の支持金具又はガイド金具の下部がパネル受け材の斜面傾斜方向の側面に接するよう
に配して斜面傾斜方向上下のパネル受け材上に載せ斜面横方向にスライドさせて、斜面傾
斜方向上下のパネル受け材間に配置し、次いで、支持金具とパネル受け材とを、若しくは
太陽光パネルの枠材とパネル受け材とをボルトにより固定することを特徴とする太陽光パ
ネル設置施工方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、土手などの斜面に太陽光パネルを設置するための太陽光パネル設置構造　
　、及び太陽光パネル設置施工方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　太陽光パネルを屋外に設置する場合、太陽光を効果的に受光するために傾けて設置する
が、河川沿いの土手や盛土された道路の側部法面などの斜面は、その向きが太陽光パネル
の受光に不適当でなければ太陽光パネルを設置するスペースとして好適である。このよう
な斜面に太陽光パネルを設置する場合、斜面に設けた基礎部に太陽光パネル設置架台を設
け、その上に太陽光パネルを設置して、太陽光パネルと斜面（地面）との間に空間を形成
する。
【０００３】
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　太陽光発電装置は一般に、太陽光パネル設置架台に複数の太陽光パネルを取り付ける。
　従来、各太陽光パネルを太陽光パネル設置架台に取り付ける場合、図１２（イ）、（ロ
）に示すように、各太陽光パネル５１を太陽光パネル設置架台５２の所定の箇所に直接に
配置して、ボルト５３等で取り付けるのが一般的である（特許文献１の図３）。５１ａは
太陽光パネルの周囲の枠材、５１ｂは太陽電池モジュールである。図示例では１５枚の太
陽光パネル５１を縦横に隣接させて設置している。
【０００４】
　図１３（イ）、（ロ）に示すように、太陽光パネル６１を太陽光パネル設置架台６２の
架台フレーム６３上でスライドさせて所定の箇所に位置させる構造のものもある（特許文
献１の図１、図２）。
　この太陽光パネル設置架台６２は、開口部が互いに向き合って平行に配設され傾斜した
断面コ字形の架台フレーム６３と、両架台フレーム６３の下端部に設けられたストッパ６
４と、両架台フレーム６３の下辺に形成された複数個の螺孔６５と、螺孔６５に下方から
挿入されて螺合し先端が太陽光パネル６１の枠材６１ａを架台フレーム６３上辺に押圧す
るボルト６６とを備えた構造である。６１ｂは太陽電池モジュールである。図示例では傾
斜した横並びの２つの太陽光パネル設置架台６２のそれぞれに３枚の太陽光パネル６１を
縦に隣接させて設置している。
　この太陽光パネル設置架台６２は、架台フレーム６３が断面コ字形で開口部が互いに向
き合って平行に配設されているため、太陽光パネル６１の両側を太陽光パネル設置架台６
２の両架台フレーム６３間に順次に挿入することができ、その上、架台フレーム６３の下
辺の螺孔６５に螺合したボルト６６の先端でパネル６１を架台フレーム６３の上辺に押圧
するため、従来のようにボルトの挿通孔を合わせる必要がなく、ボルトの数も少なく、取
付作業が容易であり、かつ、パネルを下方からのボルトにより押し上げて固定しているた
め、パネルの取付強度が大である、という効果を奏する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】実開平０６－８２８６４
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　図１２の太陽光パネル設置架台５２ように、複数の太陽光パネルを、太陽光パネル設置
架台の所定の箇所に直接に配置して、ボルトで取り付ける従来の一般的な太陽光パネル設
置構造では、太陽光パネルを太陽光パネル設置架台にボルトで取り付ける作業をする際、
太陽光パネルの下に潜り込んで取り付け作業をする必要が生じるケースが多いが、そのよ
うな作業は極めて作業性が悪い。また、潜り込むこと自体及び潜ってする作業によってケ
ガなどする恐れもある。
　また、傾斜した架台に太陽光パネルを設置する際に、架台に置いてボルトで固定する前
の段階で太陽光パネルが滑落する恐れがある。
　また、太陽光パネルと斜面との間に若干の空間（高さ空間）は必要であるが、太陽光パ
ネルの下に潜って作業する必要のある構造の場合には、前記空間を必要以上に高く形成す
ることが必要となり、架台を支持する脚を高くする必要がある。このため、長い脚材が必
要となり、鋼材の使用量が多くなり、材料コストが高くなる。
【０００７】
　図１３の太陽光パネル設置架台６２のように、複数の太陽光パネル６１を、対向する一
対の架台フレーム６３間に傾斜上側から順次挿入しスライドさせて所定箇所に位置させ、
最初に挿入した太陽光パネルは傾斜下側のストッパ６４で受け止めるとともに、各太陽光
パネルの枠材６１ａを架台フレーム６３の下辺側から捻じ込んだボルト６６で上辺に押圧
して固定するものは、ボルトとナットとによる締結作業がない点では作業性はよいが、中
央の架台フレーム６３においては太陽光パネル６１の下面に潜ってするボルト締め付け作
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業が必要で、この点では作業性がよいとは言えない。また、太陽光パネルの枠材を架台フ
レームの上辺にボルトで押圧するだけでは、いずれガタが生じる恐れがあり太陽光パネル
を堅固に固定することはできない。
　また、例えば故障した太陽光パネルを取り替える際に、複数設置された太陽光パネルの
任意の１枚を取り外すことができず、メンテナンス等の際の作業性に欠ける。
　また、図示例は縦並びの太陽光パネルを横方向に２列配置した場合であるが、横方向に
３列さらには多数列置した場合、横方向の中間に位置する太陽光パネルについては、太陽
光パネルに潜ってする作業がかなり多くなり、作業性が悪くなる。それを避けようとする
と横方向の列数を多くはできず、一基の太陽光パネル設置構造に配置できる太陽光パネル
の数を多くすることができない。また、例えば土手などのように横方向に延びる斜面の場
合に、太陽光パネルを横方向に多数配置することはできない。
【０００８】
　本発明は上記従来の欠点を解消するためになされたもので、太陽光パネルをボルトで架
台に堅固に固定する構造を採用するがボルト締めのために太陽光パネルの下に潜り込んで
する作業を不要にして、太陽光パネル設置作業の作業性を向上させることができ、ケガな
どする恐れもなくし、太陽光パネルと斜面との間の高さ空間を最小限にとどめることが可
能で架台を支持する脚部ないし基礎部を低くし材料コストを安くすることができ、また、
太陽光パネルを架台に置いてボルトで固定する前の段階で太陽光パネルが滑落する恐れが
なく、また、複数設置された太陽光パネルの任意の１枚を容易に取り外すことが可能とし
てメンテナンスなどの作業を容易にし、さらに、土手などの横方向に延びる斜面に設置す
る際に横方向に多数設置することが可能な太陽光パネル設置構造及び太陽光パネル設置施
工方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決する請求項１の発明は、斜面に太陽光パネルを設置するための太陽光パ
ネル設置構造であって、
　斜面に設けられた基礎部と、この基礎部上に設けられて斜面の傾斜方向と直交する横方
向に隣り合うように配される複数の太陽光パネルを設置する太陽光パネル設置架台とを備
え、
  前記太陽光パネル設置架台は、斜面の傾斜方向と直交する横方向に延長する態様で斜面
上側と斜面下側とに間隔をあけて互いに平行に配されて前記基礎部上に直接又は架台支持
材を介して取り付けられる、平坦な上面及び側面を有する棒状のパネル受け材と、前記太
陽光パネルの斜面上側及び斜面下側の枠材にそれぞれ上部が固定される支持金具とを備え
、斜面上側及び斜面下側の前記パネル受け材は、斜面上側及び斜面下側の前記支持金具の
下部をそれぞれ固定することで前記複数の太陽光パネルを載架し、
  前記斜面上側の支持金具及び前記斜面下側の支持金具はそれぞれ、その下部が前記斜面
上側のパネル受け材又は前記斜面下側のパネル受け材の斜面傾斜方向の側面に対し側面か
ら接するように配されてそれぞれパネル受け材にボルトで固定されるとともに、前記斜面
上側又は斜面下側の少なくとも一方の支持金具はパネル受け材の斜面上側の側面に接して
いることを特徴とする。
【００１０】
　請求項２は、請求項１の太陽光パネル設置構造において、前記支持金具が山形鋼であっ
て、山形鋼の２つのフランジの一方が太陽光パネルの枠材の下面に固定され、他方がパネ
ル受け材の側面にボルトにより固定されていることを特徴とする。
【００１１】
　請求項３の発明は、斜面に太陽光パネルを設置するための太陽光パネル設置構造であっ
て、
　斜面に設けられた基礎部と、この基礎部上に設けられて斜面の傾斜方向と直交する横方
向に隣り合うように配される複数の太陽光パネルを設置する太陽光パネル設置架台とを備
え、
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  前記太陽光パネル設置架台は、斜面の傾斜方向と直交する横方向に延長する態様で斜面
上側と斜面下側とに間隔をあけて互いに平行に配されて前記基礎部上に直接又は架台支持
材を介して取り付けられる、平坦な上面及び側面を有する棒状のパネル受け材と、前記太
陽光パネルの斜面上側及び斜面下側の枠材にそれぞれ上部が固定されるガイド金具とを備
え、斜面上側及び斜面下側の前記パネル受け材は、その上面に載せた前記複数の太陽光パ
ネルの斜面上側及び斜面下側の枠材の下面部をそれぞれボルトで固定することで前記複数
の太陽光パネルを載架し、
  前記斜面上側のガイド金具及び前記斜面下側のガイド金具はそれぞれ、その下部が前記
斜面上側のパネル受け材又は前記斜面下側のパネル受け材の斜面傾斜方向の側面に対し側
面から接するように配されるとともに、前記斜面上側又は斜面下側の少なくとも一方のガ
イド金具はパネル受け材の斜面上側の側面に接していることを特徴とする。
【００１２】
　請求項４は、請求項１～３のいずれか１項の太陽光パネル設置構造におけるパネル受け
材が基礎部上に架台支持材を介して取り付けられる場合であって、
　前記架台支持材は、前記基礎部上に固定されて斜面傾斜方向をなす互いに平行な２本以
上の棒状部材であり、この架台支持材上に前記パネル受け材の下面が固定されていること
を特徴とする。
【００１３】
　請求項５の発明は、請求項１～４のいずれかの太陽光パネル設置構造により、斜面に設
けた基礎部上に、斜面の傾斜方向と直交する横方向に隣り合うように配される複数の太陽
光パネルを設置する太陽光パネル設置施工方法であって、
　前記基礎部上に直接又は架台支持材を介して前記一対のパネル受け材を、その一対が斜
面の傾斜方向と直交する横方向に延長する態様で斜面上側と斜面下側とに間隔をあけて互
いに平行に取り付け、
　前記支持金具又はガイド金具を固定した複数の太陽光パネルを順次、斜面上側及び斜面
下側の支持金具又はガイド金具の下部がパネル受け材の斜面傾斜方向の側面に接するよう
に配して斜面傾斜方向上下のパネル受け材上に載せ斜面横方向にスライドさせて、斜面傾
斜方向上下のパネル受け材間に配置し、次いで、支持金具とパネル受け材とを、若しくは
太陽光パネルの枠材とパネル受け材とをボルトにより固定することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　請求項１の発明の太陽光パネル設置構造によれば、太陽光パネルを太陽光パネル設置架
台に設置する作業に際して、支持金具を固定した複数の太陽光パネルを順次、斜面傾斜方
向上下のパネル受け材上に載せ横方向にスライドさせて、斜面傾斜方向上下のパネル受け
材間に配置することができる。
　この場合、太陽光パネルはパネル受け材上を横方向に特に制限なくスライドさせること
ができるので、土手などの横方向に延びる斜面に設置する際に横方向に多数設置すること
が可能であり、しかもその設置作業を楽に行うことができ、施工性が良好であり、工期短
縮が図られる。
【００１５】
　また、太陽光パネルに予め固定した支持金具を、斜面上側及び下側で横方向に延びる２
本の平行なパネル受け材の斜面傾斜方向の側面にボルトで固定するので、支持金具をパネ
ル受け材にボルト固定する際に、太陽光パネルの下に潜り込むことなく、ボルト固定作業
を行うことができる。したがって、太陽光パネルをボルトで架台に堅固に固定する構造を
採用していても、太陽光パネル設置作業に際して、太陽光パネルの下に潜り込んでする作
業が不要となり、この点でも施工性が良好であり、工期短縮が図られる。
【００１６】
　また、隣り合う太陽光パネルどうしは、それぞれに固定した支持金具で個別にパネル受
け材に固定される構造であり、互いの結合関係ないし拘束関係はないので、複数設置され
た太陽光パネルの任意の１枚を容易に取り外すことが可能であり、故障した太陽光パネル
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を取り替えるメンテナンスなどの作業が容易である。
　また、上記のような効果を得るために、太陽光パネルの枠材に予め固定した支持金具を
パネル受け材の斜面傾斜方向の側面に対し側面から接するように配してボルトで固定する
ようにしているが、斜面上側又は斜面下側の少なくとも一方の支持金具はパネル受け材の
斜面上側の側面に接しているので、太陽光パネルを傾斜した架台に置いてボルトで固定す
る前の段階で、傾斜した太陽光パネルが滑落する恐れはない。滑落の恐れなく作業できる
ので、この点でも施工性が良好であり、工期短縮が図られる。
【００１７】
　太陽光パネルの設置作業において、太陽光パネルの下に潜り込む作業が不要となるので
、太陽光パネル設置作業の作業性を向上させることができる。また、潜り込む動作あるい
は潜り込んでする作業は不安定でケガなどし易いと言えるが、そのような恐れも少ない。
　また、作業者が潜り込む作業が不要なので、太陽光パネルと斜面との間の高さ空間を最
小限にとどめることが可能となり、架台を支持する支柱部ないし基礎部を低くし鋼材使用
量を少なくし材料コストを安くすることができる。
【００１８】
　請求項３の発明の太陽光パネル設置構造においては、太陽光パネルに固定するガイド金
具が請求項１における支持金具と同様に、太陽光パネルをパネル受け材上を横方向に特に
制限なくスライドさせることを可能にする作用をし、かつ、太陽光パネルの滑落防止の作
用をするので、施工性が良好であり、工期短縮が図られる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の一実施例の太陽光パネル設置構造の側面図である。
【図２】図１の太陽光パネル設置構造のＡ矢視による平面図である。
【図３】図１の太陽光パネル設置構造のＢ矢視による正面図である。
【図４】図１の太陽光パネル設置構造の拡大図である（但し水平に図示）。
【図５】図３の要部拡大図である。
【図６】図４の要部拡大図である。
【図７】パネル受け材が軽量溝形鋼、支持金具が軽量山形鋼である場合の太陽光パネル取
付構造の例を示すもので、（イ）は斜面上側の場合の一例（図１～図６の実施例のもの）
、（ロ）は斜面下側の場合の一例である。
【図８】（イ）はパネル受け材が軽量溝形鋼、支持金具がフラットバーである場合、（ロ
）はパネル受け材が開口を外向きにした軽量溝形鋼、支持金具が軽量Ｚ形鋼である場合の
太陽光パネル取付構造の例を示すもので、斜面上側の場合の例である。
【図９】パネル受け材が角形鋼管、支持金具が軽量山形鋼である場合の太陽光パネル取付
構造の例を示すもので、（イ）は斜面上側の場合の一例、（ロ）は斜面下側の場合の一例
である。
【図１０】パネル受け材が角形鋼管、支持金具がフラットバーである場合の太陽光パネル
取付構造の例を示すもので、斜面上側の場合の一例である。
【図１１】フラットバーのガイド金具を固定した太陽光パネルの枠材をパネル受け材に直
接固定する場合の太陽光パネル取付構造の例を示すもので、（イ）、（ロ）はいずれも斜
面上側の場合であるが、（イ）は軽量溝形鋼の開口を内向きにした場合、（ロ）は外向き
にした場合の一例である。
【図１２】従来の太陽光パネル設置構造の一例を示すもので、（イ）は斜視図、（ロ）は
（イ）のＣ－Ｃ拡大断面図である。
【図１３】従来の太陽光パネル設置構造の他の例を示すもので、（イ）は斜視図、（ロ）
は（イ）のＤ－Ｄ拡大断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本発明を実施した太陽光パネル設置構造、及び太陽光パネル設置施工方法につい
て、図面を参照して説明する。
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【実施例１】
【００２１】
　図１は本発明の一実施例の太陽光パネル設置構造１の側面図、図２は図１の太陽光パネ
ル設置構造１のＡ矢視による平面図、図３は同Ｂ矢視による正面図、図４は図１の太陽光
パネル設置構造１の拡大図である（但し水平に図示）、図５は図３の要部拡大図、図６は
図４の要部拡大図である。
　本発明は図１の通り、河川沿いの土手や盛土された道路の側部法面などの斜面Ｓに太陽
光パネル２を設置するための太陽光パネル設置構造である。
　この太陽光パネル設置構造１は、斜面Ｓに設けられた基礎部３と、この基礎部３上に設
けられて斜面の傾斜方向と直交する横方向に隣り合うように配される複数の太陽光パネル
２を設置する太陽光パネル設置架台５とを備えている。
　この実施例では前記基礎部３が、斜面Ｓの斜面傾斜方向及び斜面横方向に間隔をあけた
４箇所に打設された四角形状配置の４本の杭であり、斜面傾斜方向に間隔をあけた２本の
杭（基礎部）３上に固定されて斜面傾斜方向をなす互いに平行な２本の架台支持材４上に
、斜面傾斜方向上下の２つの太陽光パネル設置架台５を設置している。
　この実施例では上記のように、斜面傾斜方向をなす互いに平行な２本の架台支持材４上
に、斜面横方向に３つ、斜面傾斜方向に２つで合計６つの太陽光パネル２を設置している
。
【００２２】
  前記太陽光パネル設置架台５は、斜面の傾斜方向と直交する横方向に延長する態様で斜
面上側と斜面下側とに間隔をあけて互いに平行に配されて前記基礎部３上に架台支持材４
を介して取り付けられる、平坦な上面及び側面を有する棒状のパネル受け材６と、前記太
陽光パネル２の斜面上側及び斜面下側の枠材２ａにそれぞれ上部が固定される支持金具７
とを備えている。前記枠材２ａは太陽光パネル２の太陽電池モジュール２ｂの周囲を保持
する枠材である。
　この実施例ではパネル受け材６として軽量溝形鋼、支持金具７として軽量山形鋼を用い
ている。
【００２３】
　軽量山形鋼である前記斜面上側の支持金具７及び前記斜面下側の支持金具７は、下方に
延びる一方のフランジ７ａの部分が、軽量溝形鋼である斜面上側及び下側のパネル受け材
６の斜面傾斜方向の図示例ではそれぞれ外側の側面に対し側面から接するように配されて
、それぞれパネル受け材６にボルト９で固定されている。なお、実施例では図３、図５に
示すように２本（２箇所）のボルト９で固定しているが、強度上問題がなければ、１本（
１箇所）でもよい。
　図１、図４などにおいて、斜面上側のパネル受け材６を６１、支持金具７を７１で示し
、斜面下側のパネル受け材６を６２、支持金具７を７２で示している。
　この実施例では、軽量溝形鋼である斜面上側及び下側のパネル受け材６がいずれもその
開口が内側に向いた態様（すなわち、それぞれの開口は斜面上側のパネル受け材６は斜面
傾斜方向の下向き、斜面下側のパネル受け材６は斜面傾斜方向の上向き）で架台支持材４
にボルト１１で固定されている。
　軽量山形鋼である斜面上側及び下側の支持金具７はそれぞれ、他方のフランジ７ｂにお
いて太陽光パネル２の枠材２ａの下面にボルト１３で予め固定されている。
　この実施例では、前記の通り支持金具７の下方に延びるフランジ７ａが斜面上側及び下
側のパネル受け材６のそれぞれ外側面に接しており、したがって、斜面上側の支持金具７

１が斜面上側のパネル受け材６１の斜面上側の側面に接していることで、太陽光パネル２
は、傾斜して状態で置かれても斜面上側の支持金具７１によって滑落することを有効に防
止される。
【００２４】
　実施例の基礎部３は、図５、図６に示すようにラセン状部３ａの上端に溶接固定した円
板３ｂの上面にボルト３ｃを垂直に溶接固定したラセン状の杭であり、斜面上に立てて単
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にラセン軸方向に打撃することで、回転しながら地中に打設される。
　そして、前記架台支持材４にあけたボルト挿通穴に前記ボルト３ｃを挿通させて、架台
支持材４を杭３の上端の円板３ｂに載せ、ナット３ｄを締め付けて、杭３の上端に固定す
る。
　なお、上述の説明で、ボルト９、１１、１７について、ボルトで固定していると記載し
た部分は、詳しくはボルトとナットで固定しているのであるが、それを略して記載したも
のである。
【００２５】
　上述の太陽光パネル設置構造１を採用して斜面に太陽光パネル２を設置する太陽光パネ
ル設置作業について説明する。
　まず、斜面Ｓに基礎部として図示例ではラセン状の杭３を四角形配置の４箇所に打設す
る。
　次いで、２本の架台支持材４それぞれについて、斜面傾斜方向の上側及び下側の２本の
杭３で支持する。この場合、架台支持材４のボルト挿通穴に杭３の上端のボルト３ｃを挿
通させて、架台支持材４を杭３の上端の円板３ｂに載せ、ナット３ｄを締め付けて、杭３
の上端に固定する。
　次いで、斜面傾斜方向の上側及び下側の２つの太陽光パネル設置架台５のそれぞれ斜面
横方向の２本（合計４本）のパネル受け材６を、それぞれ斜面上側と斜面下側とに間隔を
あけて互いに平行に架台支持材４上に載せ、ボルト１１で固定する。
　次いで、支持金具７を枠材２ａに固定した各太陽光パネル２を順次、斜面傾斜方向上下
のパネル受け材６上に載せ横方向にスライドさせて、斜面傾斜方向上下のパネル受け材６
間に配置する。図示例では、太陽光パネル設置架台５の斜面上側及び斜面下側の支持金具
７の下向きのフランジ７ａがパネル受け材６のそれぞれ外側の側面に接するように配した
上で横方向にスライドさせ配置する。
　この実施例では、各太陽光パネル設置架台５の斜面上側の支持金具７１がパネル受け材
６１の斜面上側の側面に接して支持金具７１とパネル受け材６１とが係合するので、太陽
光パネル２を傾斜した太陽光パネル設置架台５に置いただけのこの段階（ボルトで固定す
る前の段階）で、傾斜した太陽光パネル２がパネル受け材６から滑落する恐れはない。滑
落の恐れなく作業できるので、施工性は良好であり、工期短縮が図られる。
　次いで、パネル受け材６上に載せた支持金具７付きの各太陽光パネル２をパネル受け材
６に固定する。この場合、太陽光パネル２に固定した支持金具７の下向きのフランジ７ａ
をボルト９でパネル受け材６に固定する。
　なお、上記の作業において、斜面上側及び下側の太陽光パネル設置架台５にそれぞれ、
支持金具付きの太陽光パネル２を載せた後に、各太陽光パネル２を各太陽光パネル設置架
台５に固定（支持金具７をパネル受け材６に固定）してもよいが、斜面上側又は下側の一
方の太陽光パネル設置架台５に太陽光パネル２を載せボルト９で固定した後に、他方の太
陽光パネル設置架台５に太陽光パネル２を載せボルト９で固定する手順としてもよい。
【００２６】
　上記の通り、太陽光パネル２を太陽光パネル設置架台５に設置する作業に際して、支持
金具７を固定した複数の太陽光パネル２を順次、斜面傾斜方向上下のパネル受け材６上に
載せ横方向にスライドさせて、斜面傾斜方向上下のパネル受け材６間に配置することがで
きる。
　この場合、太陽光パネル２はレール状のパネル受け材６上を横方向に特に制限なくスラ
イドさせることができるので、土手などの横方向に延びる斜面に設置する際に横方向に多
数設置することが可能であり、しかもその設置作業を楽に行うことができ、施工性が良好
であり、工期短縮が図られる。
　また、太陽光パネル２に予め固定した支持金具７を、斜面上側及び下側で横方向に延び
る２本の平行なパネル受け材６（６１、６２）の斜面傾斜方向の側面にボルト９で固定す
るので（縦向きのボルトでなく横向きのボルト９で固定するので）、支持金具７をパネル
受け材６にボルト９で固定する際に、太陽光パネル２の下に潜り込むことなく、ボルト固
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定作業を行うことができる。したがって、太陽光パネル２をボルト９で架台５に堅固に固
定する構造を採用していても、太陽光パネル設置作業に際して、太陽光パネル２の下に潜
り込んでする作業が不要となり、この点でも施工性が良好であり、工期短縮が図られる。
　また、横方向に隣り合う太陽光パネル２どうしは、それぞれに固定した支持金具７で個
別にパネル受け材６に固定される構造であり、互いの結合関係ないし拘束関係はないので
、複数設置された太陽光パネル２の任意の１枚を容易に取り外すことが可能であり、故障
した太陽光パネル２を取り替えるメンテナンスなどの作業が容易である。
　また、上記のような効果を得るために、太陽光パネル２の枠材２ａに予め固定した支持
金具７をパネル受け材６の斜面傾斜方向の側面に対し側面から接するように配してボルト
で固定するようにしているが、斜面上側又は斜面下側の少なくとも一方の支持金具７はパ
ネル受け材６の斜面上側の側面に接しているので、太陽光パネル２を傾斜した太陽光パネ
ル設置架台５に置いてボルト９で固定する前の段階で、傾斜した太陽光パネル２が滑落す
る恐れはない。滑落の恐れなく作業できるので、この点でも施工性が良好であり、工期短
縮が図られる。
【００２７】
　太陽光パネルの設置作業において、太陽光パネル２の下に潜り込む作業が不要となるの
で、太陽光パネル設置作業の作業性を向上させることができる。また、潜り込む動作ある
いは潜り込んでする作業は不安定でケガなどし易いと言えるが、そのような恐れも少ない
。
　また、作業者が潜り込む作業が不要なので、太陽光パネル２と斜面との間の高さ空間を
最小限にとどめることが可能となり、太陽光パネル設置架台５を支持する杭などの基礎部
３を低くし鋼材使用量を少なくし材料コストを安くすることができる。
【実施例２】
【００２８】
　上述の通り本発明では、傾斜した太陽光パネル設置架台５の傾斜方向上下のパネル受け
材６間に太陽光パネル２を載架するものであり、そして、太陽光パネル２を設置する作業
としては、複数の太陽光パネル２を順次、太陽光パネル設置架台５の端部でパネル受け材
６上に載せ横方向にスライドさせて配置するので、太陽光パネル２をボルトで固定する前
の段階で太陽光パネル２が滑落することを防ぐことが必要である。
　そのためのパネル受け材と予め太陽光パネル２に固定した支持金具又はガイド金具との
関係としては、例えば図７～図１１に示すような構造が考えられる。
　図７（イ）は図１～図６で説明した実施例の場合であり、軽量溝形鋼による斜面上側の
パネル受け材６（６１）が開口を内向き（図７（イ）で右向き）にして配置され、軽量山
形鋼による斜面上側の支持金具７（７１）はその側面（下向きのフランジ７ａ）が斜面上
側のパネル受け材６１の斜面上側の側面（外側の面：ウエブ６ａ）に接し、側面同士がボ
ルト９で接合された構成である。
　図７（ロ）は軽量溝形鋼による斜面下側のパネル受け材６（６２）が開口を外向き（図
７（ロ）で右向き）にして配置され、軽量山形鋼による斜面下側の支持金具７（７２）は
その側面（下向きのフランジ７ａ）が斜面下側のパネル受け材６２の斜面上側の側面（内
側の面：ウエブ６ａ）に接し、側面同士がボルト９で接合された構成である。
【実施例３】
【００２９】
　図８は支持金具を太陽光パネル２の枠材２ａの側面にボルト２３で固定する場合である
。
　図８（イ）は軽量溝形鋼による斜面上側のパネル受け材６（６１）が開口を内向きにし
て配置され、太陽光パネル２の枠材２ａの側面にボルト２３で上部を固定されたフラット
バー（平坦な鋼板）による斜面上側の支持金具２７（２７１）の下部が、斜面上側のパネ
ル受け材６１の斜面上側の側面（外側の面：ウエブ６ａ）に接し、ボルト９で接合された
構成である。
　図８（ロ）は軽量溝形鋼による斜面上側のパネル受け材６’（６１’）が開口を外向き
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にして配置され、太陽光パネル２の枠材２ａの側面にボルト２３で上部（一方のフランジ
３７ａ）を固定された軽量Ｚ形鋼（横向きにした軽量Ｚ形鋼）による斜面上側の支持金具
３７（３７１）の下部（他方のフランジ３７ｂ）が、斜面上側のパネル受け材６１’の斜
面下側の側面（開口と反対側の面：ウエブ６ａ’）に接し、ボルト９で接合された構成で
ある。この場合、必要であれば枠材２ａの下面と支持金具３７のウエブとの間の隙間を埋
める板を介在させるとよい。
　図８（イ）、（ロ）の実施例では、太陽光パネル２の枠材２ａの下面にボルトがないの
で、太陽光パネル２をパネル受け材６上でスライドさせる際、そのスライドが円滑に行な
われる。また、図８（ロ）の実施例では太陽光パネル２の枠材２ａを支持金具３７を介し
てパネル受け材６に載せたまま、支持金具３７とパネル受け材６とをボルト接合できる。
【実施例４】
【００３０】
　図９（イ）は角形鋼管による斜面上側のパネル受け材３６（３６１）の斜面上側の側面
（外側の面）に、軽量山形鋼による斜面上側の支持金具７１の側面（下向きのフランジ７
ａ）が接し、例えばワンサイドボルト１９で接合された構成である。
　図９（ロ）は角形鋼管による斜面下側のパネル受け材３６（３６２）の斜面上側の側面
（内側の面）に、軽量山形鋼による斜面下側の支持金具７２の側面（下向きのフランジ７
ａ）が接し、例えばワンサイドボルト１９で接合された構成である。
　なお、この実施例のようにパネル受け材３６が角形鋼管の場合、図示のようにボルトと
して片側の操作のみで締結できるワンサイドボルト１９を使用することができる。図示例
のワンサイドボルト１９は、専用工具でボルト軸１９ａを掴みナット１９ｂを捻じ込んで
いくと、複数の縦スリットを入れたスリーブが先端の頭部１９ｃで拡開して抜け止め部１
９ｄが形成され、２枚の板（軽量山形鋼７のフランジ７ａと角形鋼管３６の管壁と）が接
合される構造である。
　図示例では、パネル受け材３６と架台支持材４との接合にもワンサイドボルト１９’を
使用している。
【実施例５】
【００３１】
　図１０は角形鋼管による斜面上側のパネル受け材３６（３６１）の斜面上側の側面（外
側の面）に、太陽光パネル２の枠材２ａの側面にボルト２３で固定されたフラットバー（
平坦な鋼板）による斜面上側の支持金具２７（２７１）の下部が接し、ワンサイドボルト
１９で接合された構成である。
【実施例６】
【００３２】
　図１１（イ）、（ロ）は、太陽光パネル２の斜面上側及び斜面下側の枠材２ａの下面部
をそれぞれ斜面上側又は斜面下側のパネル受け材６の上面部に直接ボルト３９で固定する
構造を採用する場合である。なお、図示例ではボルト３９を捻じ込む枠材２ａ側のナット
３９ａを予め枠材２ａに溶接固定しているが、ワンサイドボルトを使用してもよい。
　図１１（イ）の実施例の場合、太陽光パネル２の斜面上側及び斜面下側の枠材２ａの側
面にそれぞれ、例えばフラットバー（平坦な鋼板）による斜面上側のガイド金具４７（４
７１）の上部を固定し、下部を図示例では開口部を内向きにした軽量溝形鋼による斜面上
側のパネル受け材６（６１）の側面（外側の側面（ウエブ６ａ））に当接させている。こ
の場合、斜面上側のガイド金具４７（４７１）は斜面上側のパネル受け材６（６１）の斜
面上側の側面（外側の面：ウエブ６ａ）に当接して、滑落防止の作用をする。
　ガイド金具４７は、パネル受け材６には固定されていないので、ガイド金具４７付きの
太陽光パネル２をパネル受け材６上に載せスライドさせて所定箇所に配する際にガイドの
作用をし、かつ、前述の滑落防止の作用をするのみである。
　図１１（ロ）の実施例の場合、開口部を外向きにした軽量溝形鋼による斜面上側のパネ
ル受け材６’（６１’）の側面（フランジ６ｂの先端）に、フラットバーによる斜面上側
のガイド金具４７（４７１）の下部を当接させている。したがって、この実施例では、ガ
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イド金具４７はパネル受け材６’のフランジ６ｂの先端に当接してガイド作用及び滑落防
止作用をする。
　図１１（イ）、（ロ）の実施例では、太陽光パネル２の枠材２ａの下面にボルトがない
ので、太陽光パネル２をパネル受け材上でスライドさせる際、そのスライドが円滑に行な
われる。また、太陽光パネル２の枠材２ａをパネル受け材に載せたまま、太陽光パネル２
側をパネル受け材にボルト接合できる。
　なお、上述した図７～図１１では、太陽光パネル２がパネル受け材６から滑落すること
を防止する斜面上側又は下側の一方のパネル受け材部分のみについて説明し、他方のパネ
ル受け材部分についての説明は省略しているが、他方のパネル受け材部分は、太陽光パネ
ル２をパネル受け材上で斜面横方向にスライドさせる際に太陽光パネル２が斜面上側に外
れることも防ぐために、前記一方のパネル受け材部分と対称的な構造とするのが適切であ
る。
【実施例７】
【００３３】
　上記の太陽光パネル設置構造に用いるパネル受け材は、実施例の軽量溝形鋼や角形鋼管
に限定されず、平坦な上面及び側面を有する適宜の断面形状の部材を使用することができ
る。この場合、側面については必ずしも長さ方向の全長に亘って平坦である必要はなく、
支持金具７との関係で、断続的に平坦な側面を有する構造でもよい。
　支持金具は、実施例の軽量山形鋼やフラットバーに限らず、適宜の断面形状の部材を用
いることができる。
　また、ガイド金具も、実施例のフラットバーに限らず、適宜の部材を用いることができ
る。
　また、架台支持材を介在させる場合に、架台支持材として実施例の軽量溝形鋼に限らず
、軽量Ｈ形鋼その他の断面形状の部材を用いることができる。
【００３４】
　上述の実施例では、１つの太陽光パネル設置架台５に斜面横方向に並ぶ３つの太陽光パ
ネル２を設置しているが、２つであってもよいし、またパネル受け材６を長くすることで
４つ以上の太陽光パネル２を設置することができる。
　また、実施例の太陽光パネル設置構造１は、架台支持材４に斜面傾斜方向の上側と下側
との２つの太陽光パネル設置架台５を設置しているが、１つであってもよいし、また、架
台支持材４を長くすることで、３つ以上の太陽光パネル設置架台５を設置することもでき
る。ただし、斜面傾斜方向の２つの太陽光パネル設置架台５どうしの間隔は、作業者がそ
の間に容易に入って作業できる間隔とする。
　また、実施例では、杭３の高さが等しく架台支持材４及び太陽光パネル設置架台５が斜
面と平行であり、太陽光パネル２が斜面と平行に設置されているが、太陽光パネル設置架
台５は斜面の傾斜角度に合わせる必要がなく、杭３の高さを調整するなどして設置場所に
合わせた適切な傾斜角度に設定するとよい。
　また、実施例では、基礎部としてラセン状の杭３を採用しているが、これに限らず種々
の杭を採用することができ、また、杭に限らず、種々のタイプの基礎を採用することがで
きる。
　また、基礎部として柱状基礎である杭を採用する場合、実施例では杭を斜面に垂直に設
置しているが、鉛直に設置してもよい。
　また、実施例では太陽光パネル設置架台５を架台支持材４を介して基礎部３に設置して
いるが、太陽光パネル設置架台５を直接基礎部に設置（すなわち、パネル受け材６を基礎
に直接設置）することも可能である。
【符号の説明】
【００３５】
１　太陽光パネル設置構造
２　太陽光パネル
２ａ　枠材
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２ｂ　太陽電池モジュール
３　杭（基礎部）
３ｂ　円板
３ｃ　ボルト
３ｄ　ナット
４　架台支持材
５　太陽光パネル設置架台
６、６’　パネル受け材
６１、６１’　斜面上側のパネル受け材
６２　斜面下側のパネル受け材
６ａ　ウエブ
６ｂ　フランジ
７　支持金具
７１　斜面上側の支持金具
７２　斜面下側の支持金具
７ａ　（下方に延びる）フランジ
７ｂ　他方のフランジ
９、１１、１３、１７　ボルト
Ｓ　斜面

【図１】 【図２】
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【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】 【図１２】
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